
議案第21号 

朝来市過疎地域持続的発展計画を変更することについて 

 朝来市過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更したいので、過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第８条第10項において準用す

る同条第１項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

  令和６年２月29日提出 

                       朝来市長 藤 岡  勇  

提案理由要旨 

朝来市過疎地域持続的発展計画に新たな事業の追加及び事業名を国の補助事業名に

準じて変更等するため、同計画を変更しようとするものです。 



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

16、17頁

さのう高原整備事業 朝来市

（略）（略）

（略）

(9)観光又はレクリエーション

事業
主体

備考

黒川温泉施設整備事業 朝来市 黒川温泉施設整備事業 朝来市

さのう高原整備事業 朝来市

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

産業の振興
○ 集落営農組織等を支援するための大型機械等の導入
　の推進
○ 冬季農作物不足を解消するためのパイプハウスの設
　置補助
○ 地域ブランド化・高付加価値化農業の推進
○ 有害鳥獣等の被害を低減させる対策の推進
○ 間伐等の森林整備への公的関与の充実
〇 新産業団地の整備
○ 企業の工場等新増設に係る支援
○ 空き店舗等を活用したにぎわいの創出
○ 地域活性化を目的とした観光施設の充実拡大

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

○ 集落営農組織等を支援するための大型機械等の導入
　の推進
○ 冬季農作物不足を解消するためのパイプハウスの設
　置補助
○ 地域ブランド化・高付加価値化農業の推進
○ 有害鳥獣等の被害を低減させる対策の推進
○ 間伐等の森林整備への公的関与の充実

○ 企業の工場等新増設に係る支援
○ 空き店舗等を活用したにぎわいの創出
○ 地域活性化を目的とした観光施設の充実拡大

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

事業名 事業内容

（２）その対策（２）その対策

事業名 事業内容
事業
主体

備考

(9)観光又はレクリエーション

（略）



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

17頁

（略）

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

道の駅但馬のまほろば整
備事業

朝来市 追加

（略）

道の駅あさご整備事業 朝来市 追加

道の駅フレッシュあさご
整備事業

朝来市 朝来市

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

産業の振興

道の駅フレッシュあさご
整備事業



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

21、22頁

（１）現況と問題点

（略）

（２）その対策 （２）その対策

ウ．地域公共交通
　平成19年に全但バス株式会社が市内一部バス路線か
ら撤退したことを契機に、朝来市では市民の交通手段
確保を図るべく、路線バスの補完的役割を担うコミュ
ニティバス「アコバス」を運行している。高齢化が進
む中、日常生活に必要な活動拠点へのアクセスの利便
性を向上することにより、安全安心な生活交通手段の
確保が求められている。
　また、平成28年５月の公立朝来医療センターの開院
に伴い、朝来市公共交通第２次再編を行い、アコバス
及び路線バスの運行経路を見直し、病院・商業施設・
駅を中心に、さらに便利で利用しやすい運行体系を進
めてきた。
　令和２年３月に策定した朝来市公共交通網形成計画
に基づいた事業展開を行ってきたが、アコバスに代わ
る新たな移動手段として「デマンド型乗合交通」を導
入し、市内公共交通の利便性向上と持続可能な公共交
通体系を構築する。第３次再編指針に基づき、令和６
年４月から導入する生野エリアを皮切りに、順次、段
階的に市内全域に導入する。

ウ．地域公共交通
　平成19年に全但バス株式会社が市内一部バス路線か
ら撤退したことを契機に、朝来市では市民の交通手段
確保を図るべく、路線バスの補完的役割を担うコミュ
ニティバス「アコバス」を運行している。高齢化が進
む中、日常生活に必要な活動拠点へのアクセスの利便
性を向上することにより、安全安心な生活交通手段の
確保が求められている。
　また、平成28年５月の公立朝来医療センターの開院
に伴い、朝来市公共交通第２次再編を行い、アコバス
及び路線バスの運行経路を見直し、病院・商業施設・
駅を中心に、さらに便利で利用しやすい運行体系を進
めてきた。
　令和２年３月に策定した朝来市公共交通網形成計画
に基づいた事業展開を行っていく。

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

交通施設の整備、交
通手段の確保 （略）

（１）現況と問題点

○ 市道幅員狭小区間の拡幅改良
○ 市道舗装不良区間の舗装改良
○ 市道線形不良区間の線形改良
○ 市道法面等の防災対策
○ 交通安全施設の整備

○ 市道幅員狭小区間の拡幅改良
○ 市道舗装不良区間の舗装改良
○ 市道線形不良区間の線形改良
○ 市道法面等の防災対策
○ 交通安全施設の整備



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

22、23頁

朝来市
L=60m

（略）

生野高原１号支線（舗装改良）
朝来市

L=240m　W=5.0m

生野高原４号支線（舗装改良）
朝来市 追加

L=40m　W=5.5m

生野高原２号支線（舗装改良）
朝来市 追加

L=80m　W=6.0m

生野高原１号支線（舗装改良）
朝来市

L=240m　W=5.0m

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

事業名 事業内容
事業
主体

備考

（1)市町村道

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

事業名 事業内容
事業
主体

備考

（1)市町村道

（略）

　　道路

与布土奥山線（道路改良）

L=60m

与布土奥山線（道路改良）
朝来市

　　道路

交通施設の整備、交
通手段の確保

○ 通学路等の歩行者安全対策
○ 除雪機械の整備
○ 老朽化した市道橋梁・トンネルの補修又は更新
○ 公共交通機関の確保対策
○ アコバスの利便性向上と効率的な運行
○ デマンド型乗合交通導入に伴う利便性向上と効率的
　な運行

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

○ 通学路等の歩行者安全対策
○ 除雪機械の整備
○ 老朽化した市道橋梁・トンネルの補修又は更新
○ 公共交通機関の確保対策
○ アコバスの利便性向上と効率的な運行



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

23、24頁

楽音寺滝田線（道路改良）
朝来市 追加

L=400m　W=2.0m

栃原宍粟線（道路改良）
朝来市

L=100m　W=5.0m

朝来市

柴大月線（舗装改良）
朝来市

L=400m　W=7.0m

（略）

朝来市

L=30m　W=3.1m

朝来市

鯉ノ棚下小路１号線（舗装改良）

L=30m　W=3.0m

滝田新堂線（道路改良）

L=10m

楽音寺村中線（道路改良）

L=10m

泉谷線（舗装改良）
朝来市 追加

L=100m　W=5.0m

柴大月線（舗装改良）
朝来市

L=400m　W=7.0m

楽音寺村中線（道路改良）
朝来市

L=30m　W=3.1m

（略）

鯉ノ棚下小路１号線（舗装改良）

朝来市
L=30m　W=3.0m

下小路旧駅線（舗装改良）
朝来市 追加

L=300m　W=4.0m

滝田新堂線（道路改良）
朝来市

栃原宍粟線（道路改良）
朝来市

L=100m　W=5.0m

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

交通施設の整備、交
通手段の確保

生野高原６号支線（舗装改良）
朝来市

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

L=40m　W=5.3m

（略）

生野高原６号支線（舗装改良）
朝来市

L=40m　W=5.3m

（略）



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

24～26頁

備考

交通施設の整備、交
通手段の確保

朝来市

朝来市

L=9.5m W=5.0m

緑ヶ丘５号線（道路改良）
朝来市

L=60m  W=3.2m

野尻線（道路改良）
朝来市

L=50m　W=2.8m

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

　　橋りょう

塩田大内線　塩田橋（橋梁補修）

朝来市

（略） （略）

早田粟鹿線　田中橋
朝来市

追加
（橋梁補修）L=25.5m  W=5.3m

早田粟鹿線　田中橋
朝来市

奥銀谷小学校前線（道路新設）

追加

朝来市

L=60m  W=3.2m

追加
L=60m  W=4.0m

緑ヶ丘５号線（道路改良）

L=50m　W=2.8m

野尻線（道路改良）

変更後 変更前

大月荒堀線　たか橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=33.2m  W=4.3m

L=60m  W=3.2m

緑ヶ丘１１号線（道路改良）
朝来市

溝黒大月線　諏訪橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=43.0m  W=5.7m

生野ダム湖岸線　青草橋
朝来市

（橋梁補修）L=20.0m  W=11.0m （橋梁補修）L=20.0m  W=11.0m

　　橋りょう

塩田大内線　塩田橋（橋梁補修）

朝来市
L=9.5m W=5.0m



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

26、27頁

神子畑２号線　高栃橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=14.0m  W=1.8m

（略）

円山４号線　上田橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=7.1m  W=4.1m

（略）

朝来市 追加
（橋梁補修）L=11.1m  W=4.8m

与戸線　伽藍橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=17.6m  W=6.2m

末歳楽音寺線　下田橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=27.0m  W=5.9m

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

佐中１号線　安定橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=14.5m  W=5.0m

川原町南線　川原町上橋
朝来市

交通施設の整備、交
通手段の確保

追加
（橋梁補修）L=25.7m  W=4.8m

新井口八代線　長谷波橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=9.1m  W=3.4m

早田・長通り線　早田上橋
朝来市 追加

（橋梁補修）L=9.9m  W=3.9m

柴・粟鹿線　新玉橋



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

27頁

デマンド型乗合交通運行
事業

（略）（略）

(3)林道

広域基幹林道整備事業 広域基幹林道整備事業 朝来市

(6)自動車等

　　自動車

朝来市

(3)林道交通施設の整備、交
通手段の確保

朝来市 追加

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

28、29頁

ア．生活排水処理施設
　生野・山東・朝来地域の下水道は、特定環境保全公
共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プ
ラント事業及び浄化槽設置整備事業等に計画的に取り
組み、生活環境の改善を図るべく、生活排水処理率向
上のため、積極的な事業展開を図ってきた。
　これまでに処理施設の老朽化に伴う設備の更新、処
理人口の減少に伴う施設の統廃合を行い、併せて環境
に配慮した処理方式を積極的に導入し、事業推進を
図ってきた。
　現在、集合処理施設については、特定環境保全公共
下水道３施設、農業集落排水12施設、コミュニティ・
プラント３施設の計18施設の維持管理に努めている。
また、浄化槽等についても、保守点検・清掃等の実施
により環境保全に努めている。
　今後、集合処理施設については、老朽化の進行によ
り維持管理費が増額傾向となっている施設を総合的・
地理的に勘案し、統廃合を推進することによる処理能
力の強化と維持管理の合理化を早期に図る必要があ
る。また、浄化槽等についても、引き続き適切な保守
点検・清掃等を行う必要がある。
　さらに、環境保全を強化する上においても、随時、
管渠（かんきょ）整備が必要となっている。

（略） （略）

（２）その対策

○ 上下水道施設設備の改築・更新

○ 一般廃棄物処理における更なる分別収集の推進

生活環境の整備

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

（２）その対策

○ 上下水道施設設備の改築・更新
○ 清掃運搬車両の更新
○ 一般廃棄物処理における更なる分別収集の推進

（１）現況と問題点 （１）現況と問題点

ア．生活排水処理施設
　生野・山東・朝来地域の下水道は、特定環境保全公
共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・
プラント事業に計画的に取り組み、生活環境の改善を
図るべく、生活排水処理率向上のため、積極的な事業
展開を図ってきた。
　これまでに処理施設の老朽化に伴う設備の更新、処
理人口の減少に伴う施設の統廃合を行い、併せて環境
に配慮した処理方式を積極的に導入し、事業推進を
図ってきた。
　現在、特定環境保全公共下水道３施設、農業集落排
水12施設、コミュニティ・プラント３施設の計18施設
の維持管理に努めている。

　今後、老朽化の進行により維持管理費が増額傾向と
なっている施設を総合的・地理的に勘案し、統廃合を
推進することによる処理能力の強化と維持管理の合理
化を早期に図る必要がある。

　また、環境保全を強化する上においても、随時、管
渠（かんきょ）整備が必要となっている。



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

29、30頁

清掃運搬車両整備事業 朝来市 追加

合併処理浄化槽設置等促
進事業

朝来市
合併処理浄化槽設置等促
進事業

朝来市

特定環境保全公共下水道
処理施設設備改築・更新
事業

朝来市

（略）

(2)下水処理施設

　　公共下水道

朝来市

(2)下水処理施設

変更後 変更前

事業
主体

備考

○ 一般廃棄物処理等における近隣市・団体との連携
○ 消防機庫の年次的な整備
○ 消火栓・防火水槽等の年次的な整備
○ 市営住宅のストック再編・長寿命化及びライフサイ
　クルコストの縮減
○ 公営住宅等長寿命化計画に基づく年次的な整備

　　公共下水道

○ 一般廃棄物処理等における近隣市・団体との連携
○ 消防機庫の年次的な整備
○ 消火栓・防火水槽等の年次的な整備
○ 市営住宅のストック再編・長寿命化及びライフサイ
　クルコストの縮減
○ 公営住宅等長寿命化計画に基づく年次的な整備

特定環境保全公共下水道
処理施設設備改築・更新
事業

（略）

（略） （略）

（略）

　　その他 　　その他

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

（略）

生活環境の整備

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

備考

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度） （３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

事業名 事業内容
事業
主体

備考 事業名 事業内容



別紙 令和6年2月

兵庫県　朝来市

34頁

（１）現況と問題点

備考

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

医療の確保

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前

　生野・山東・朝来地域には、精神疾患や認知症疾患
の入院機能を有する病院が１箇所、一般診療所が７箇
所ある。これまで山東地域にあった一般病床を有する
公立朝来梁瀬医療センターが閉院し、公立朝来和田山
医療センターと統合して、新たに平成28年５月に和田
山地域に公立朝来医療センターとして開院している。
これに伴い入院治療を必要とする場合は、当該地域か
ら離れた公立朝来医療センターや市外にある八鹿病
院、豊岡病院等へ受診することとなり交通の不便さや
受診にかかる時間的な問題がある。また、救急治療が
必要な場合も当該地域には受け入れ可能な医療機関が
ないことから受診までに時間を要する。さらに、但馬
地域には医師の地域偏在、診療科偏在の影響をうけて
公立病院に必要な医師数を確保できず二次医療や二次
救急医療の提供体制に支障を来たす恐れもある。
　引き続き二次医療体制及び二次救急医療体制の確保
に努めるとともに、公立朝来医療センターを中心とし
て市内の開業医との病診連携や他の病院との連携等に
より当該地域における医療体制の充実を図ることが必
要である。
　また、公立豊岡病院には但馬救命救急センターを併
設しており、県立病院がない但馬医療圏域において三
次救急を担う唯一の医療機関として重要な責任を有し
ているが、平成22年から運用が始まったドクターヘ
リ、ドクターカーの導入を契機とした救急体制強化に
よる医師や医療スタッフの増員や救急受入れ患者数の
増加により、救命救急センターの狭隘化は深刻さを増
し、問題となっている。

（１）現況と問題点

　生野・山東・朝来地域には、精神疾患や認知症疾患
の入院機能を有する病院が１箇所、一般診療所が７箇
所ある。これまで山東地域にあった一般病床を有する
公立朝来梁瀬医療センターが閉院し、公立朝来和田山
医療センターと統合して、新たに平成28年５月に和田
山地域に公立朝来医療センターとして開院している。
これに伴い入院治療を必要とする場合は、当該地域か
ら離れた公立朝来医療センターや市外にある八鹿病
院、豊岡病院等へ受診することとなり交通の不便さや
受診にかかる時間的な問題がある。また、救急治療が
必要な場合も当該地域には受け入れ可能な医療機関が
ないことから受診までに時間を要する。さらに、但馬
地域には医師の地域偏在、診療科偏在の影響をうけて
公立病院に必要な医師数を確保できず二次医療や二次
救急医療の提供体制に支障を来たす恐れもある。
　引き続き二次医療体制及び二次救急医療体制の確保
に努めるとともに、公立朝来医療センターを中心とし
て市内の開業医との病診連携や他の病院との連携等に
より当該地域における医療体制の充実を図ることが必
要である。
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事業
主体

備考

(3)過疎地域持続的発展特別事業

　　その他

事業名 事業内容

　　その他

地域医療連携会議 朝来市 地域医療連携会議 朝来市

　　病院

公立豊岡病院救命救急セ
ンター拡張等整備事業

朝来市 追加

(3)過疎地域持続的発展特別事業

事業名 事業内容
事業
主体

備考

(1)診療施設

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

（２）その対策

○ 急なけがや病気に対応する医療機関や対応方法等の
　情報提供
○ 健康医療電話相談事業の実施
○ 二次医療・二次救急医療体制の充実に向けた兵庫県
　や公立豊岡病院組合と連携した医師確保対策の実施

○ 公立朝来医療センターや医師会等との地域医療連携
　会議の開催

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

（２）その対策

○ 急なけがや病気に対応する医療機関や対応方法等の
　情報提供
○ 健康医療電話相談事業の実施
○ 二次医療・二次救急医療体制の充実に向けた兵庫県
　や公立豊岡病院組合と連携した医師確保対策の実施
○ 公立豊岡病院に新棟を建設し、但馬救命救急センタ
　ー機能の拡張や充実、必要な医療機器整備の実施
○ 公立朝来医療センターや医師会等との地域医療連携
　会議の開催

医療の確保

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）
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（１）現況と問題点

ア．学校教育関連施設
　生野・山東・朝来地域には、令和３年５月１日現在
で、小学校が４校（児童数642人）、中学校が３校（生
徒数298人）あり、「ふるさと朝来の未来を担う人づく
り」を基本理念として、それぞれの学校において確か
な学力、豊かな心及び健やかな体の育成を図るため教
育活動を展開している。
　過疎化、少子高齢化の影響により、児童生徒数の減
少が著しく、生野地域内の小学校については、３つの
小学校が平成17年度と平成21年度の統合を経て１校と
なった。また、山東地域内の３つの小学校も平成23年
度に統合され１校となった。
　統合後は、通学距離や安全面を考慮し、遠距離通学
となる児童に対しては、スクールバスによる送迎を
行っており、今後もスクールバスによる送迎を継続し
ていく必要がある。
　学校教育施設に関しては、令和元年度に学校施設等
長寿命化計画を策定し、計画的に学校施設等の改修を
実施していくこととしているが、各学校の校舎や体育
館等は建築から30年以上が経過しており老朽化が著し
いため、児童生徒が安心して学校生活を送り、安全で
質の高い教育環境を確保するためにも大規模改造工事
等は必要不可欠となっている。
　また、近年は特別支援学級の児童生徒に加え、通常
学級に在籍する発達障害等がある児童生徒を支援する
ため、学びのサポーターとして会計年度任用職員を配
置する等の、きめ細やかな対応が求められている。さ
らに、ICT機器等を活用して「主体的・対話的で深い学
び」を推進していくためにも、通信ネットワーク基盤
を含むICT環境整備（更新含む）や教職員のICT活用指

（１）現況と問題点

ア．学校教育関連施設
　生野・山東・朝来地域には、令和３年５月１日現在
で、小学校が４校（児童数642人）、中学校が３校（生
徒数298人）あり、「ふるさと朝来の未来を担う人づく
り」を基本理念として、それぞれの学校において確か
な学力、豊かな心及び健やかな体の育成を図るため教
育活動を展開している。
　過疎化、少子高齢化の影響により、児童生徒数の減
少が著しく、生野地域内の小学校については、３つの
小学校が平成17年度と平成21年度の統合を経て１校と
なった。また、山東地域内の３つの小学校も平成23年
度に統合され１校となった。
　統合後は、通学距離や安全面を考慮し、遠距離通学
となる児童に対しては、スクールバスによる送迎を
行っており、今後もスクールバスによる送迎を継続し
ていく必要がある。
　学校教育施設に関しては、令和元年度に学校施設等
長寿命化計画を策定し、計画的に学校施設等の改修を
実施していくこととしているが、各学校の校舎や体育
館等は建築から30年以上が経過しており老朽化が著し
いため、児童生徒が安心して学校生活を送り、安全で
質の高い教育環境を確保するためにも大規模改造工事
は必要不可欠となっている。
　また、近年は特別支援学級の児童生徒に加え、通常
学級に在籍する発達障害等がある児童生徒を支援する
ため、学びのサポーターとして会計年度任用職員を配
置する等の、きめ細やかな対応が求められている。さ
らに、ICT機器等を活用して「主体的・対話的で深い学
び」を推進していくためにも、通信ネットワーク基盤
を含むICT環境整備（更新含む）や教職員のICT活用指

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

教育の振興
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（２）その対策

（略）

○ 小中学校の校舎・屋内運動場・プールの整備
○ 遠距離通学となる児童生徒のためのスクールバス整
　備
○ 学びのサポーターの配置
○ ICT学習環境の整備
○ ふるさと意識を醸成する教育の推進
○ 学校給食センター施設・備品の整備及び配送車の定
　期的更新
○ 生涯学習推進のための地域コミュニティの拠点整備
○ 生涯学習活動の振興
○ 地域スポーツ活動の振興
○ 地域スポーツ活動施設の整備
○ 野外活動・自然体験活動の推進と施設の整備
○ 歴史文化施設等の総合的な活用促進

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

教育の振興
導力の向上を図っていく必要がある。併せて、ふるさ
との自然や伝統文化等に触れる教育を展開し、ふるさ
と愛を醸成する取組を推進していく。
　加えて、栄養バランスに配慮した安全安心な学校給
食を提供することにより、児童生徒の心身の健全なる
発達や食を大切にする心を育む食育を推進する。

導力の向上を図っていく必要がある。併せて、ふるさ
との自然や伝統文化等に触れる教育を展開し、ふるさ
と愛を醸成する取組を推進していく。

（略）

（２）その対策

○ 小中学校の校舎・屋内運動場・プールの整備
○ 遠距離通学となる児童生徒のためのスクールバス整
　備
○ 学びのサポーターの配置
○ ICT学習環境の整備
○ ふるさと意識を醸成する教育の推進

○ 生涯学習推進のための地域コミュニティの拠点整備
○ 生涯学習活動の振興
○ 地域スポーツ活動の振興
○ 地域スポーツ活動施設の整備
○ 野外活動・自然体験活動の推進と施設の整備
○ 歴史文化施設等の総合的な活用促進
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朝来中学校校舎等整備事
業

朝来市

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

事業名 事業内容
事業
主体

備考

(1)学校教育関連施設

　　校舎

生野中学校屋内運動場大
規模改造事業

朝来市 追加

変更

梁瀬中学校屋内運動場長
寿命化改良事業

朝来市 変更

朝来市 追加
梁瀬小学校校舎大規模改
造事業

教育の振興

朝来中学校屋内運動場長
寿命化改良事業

朝来市 変更

山口小学校屋内運動場長
寿命化改良事業

朝来市

　　校舎

梁瀬中学校屋内運動場大
規模改造事業

朝来市

山口小学校屋内運動場大
規模改造事業

朝来市

朝来中学校屋内運動場大
規模改造事業

朝来市

　　屋内運動場

中川小学校屋内運動場大
規模改造事業

朝来市

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

朝来中学校校舎大規模改
造事業

朝来市 変更

（３）事業計画（令和３年度～令和７年度）

事業
主体

備考

(1)学校教育関連施設

事業名 事業内容

　　屋内運動場

中川小学校屋内運動場大
規模改造事業

朝来市
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　小学校・中学校については、朝来市公共施設再配置
計画及び朝来市学校施設等長寿命化計画の方向性に基
づき、各施設の予防保全を含めた計画的な改修を行
う。
　学校給食センターについては、朝来市公共施設再配
置計画に基づき、学校給食を調理・提供する場とし
て、予防保全を含めた計画的な改修を行う。

（略）

（４）公共施設等総合管理計画との整合性

（略）

（４）公共施設等総合管理計画との整合性

小学校遠距離通学支援事
業

（略）

過疎地域持続的発展市町村計画（変更）

変更箇所
（変更後計画の頁、行等）

変更後 変更前 備考

　小学校・中学校については、朝来市公共施設再配置
計画及び朝来市学校施設等長寿命化計画の方向性に基
づき、各施設の予防保全を含めた計画的な改修を行
う。

（略）

（略）

　　スクールバス・ボート

小学校遠距離通学支援事
業

朝来市朝来市

　　給食施設

給食センター整備事業 朝来市 追加

（略）

　　スクールバス・ボート
教育の振興


